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平成２２年１０月５日 

所 管  西  区 役 所  

 

件  名 西区まちづくりビジョン案の策定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

■策定経過 

○平成19年12月 地域活動についてのアンケート調査を実施 

○平成20年11月 西区区民まちづくり会議 設置（17回開催） 

・位置付け：まちづくりビジョンの策定について広く有識者、市民等から意見を聴くと

ともに、地域の課題解決に向けた区と区民との協働による活動等について

協議する場 

・構   成：西区校区自治連合会からの推薦者、各種団体からの推薦者、区長が適

任と認める者で構成。（平成22年9月現在25人） 

「にぎわい・文化」「安全・安心」「子どもの環境づくり」の３つの分

科会を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ビジョン策定の趣旨 

地域社会の担い手である区民と行政が力をひとつにし、公民協働でまちづくりを進め

ることにより、住みよく魅力のある西区を築いていくために、西区の10年後の将来像を

定め、それを実現するための基本方針や具体的な取り組みを示す「西区まちづくりビジ

ョン」を策定する。 

 

■西区の特徴 

○海のあるまち 

   西区の西部は大阪湾に面しており、臨海部を有し、大規模な工場のほか、みなと堺

グリーンひろばや共生の森がある。 

○豊富な歴史文化資源 

   四ツ池遺跡や履中陵古墳などの遺跡のほか、由緒ある寺社などの歴史的建造物が多

い。だんじり祭り等の伝統行事が盛んである。 

○住民主体の積極的なコミュニティ活動 

活発にまちづくり活動をしている西区自治連合協議会をはじめとし、松の木会や浜

寺諏訪森を考える会など、住民主体でのまちづくり活動が活発。 

○住民主体の積極的なコミュニティ活動 

活発にまちづくり活動をしている西区自治連合協議会をはじめとし、松の木会や浜

寺諏訪森を考える会、鳳駅南地域まちづくり協議会など、住民主体でのまちづくり

活動が活発。 

 

■まちづくりの課題 

【にぎわい・文化】の視点より 

○いろいろな活動・交流拠点をつなぎ、それぞれを連携させていく必要がある。など 

【安全・安心】の視点より 

○防災意識の向上を図り、自主防災活動を地域全体に浸透させていく必要がある。など 

【子どもの環境づくり】の視点より 

○様々な団体が連携・協働し、子どもたちが安心して暮らしていけるような環境をつくっ

ていく必要がある。など 



対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

■計画期間 

 ○平成23年度から平成32年度（10年間） 

 

■西区のめざすまちの将来像 

「ひと・まち・資源がつながり 笑顔かがやく まち 西区」 

西区では、「ひと・まち・資源」の豊かな生活環境を活かし、その一つひとつがバラバ

ラでなく、つながることが重要であると考える。こうして、西区に住む人々や活動する

人々など、まちに関わる人々、一人ひとりがお互いを認め、尊重し合い、支え合うこと

により、子どもから高齢者までが安全で安心して生活することができ、一人ひとりの“笑

顔”が輝く『元気なまち』をめざす。 

 

■まちづくり基本方針、まちづくりテーマ 

○基本方針１ ～歴史・文化・自然を活かしたにぎわいのあるまちづくり～ 

    まちの資源をつなげて活かす 

  テーマ１：まちへの思いを活かしにぎわい・文化をつくる 

  テーマ２：歴史文化を守り育て活用する 

  テーマ３：人の交流と拠点のつながりをつくる 

  テーマ４：水や緑の自然資源を有効に活かす 

 ○基本方針２ ～誰からも愛され、安全で住みよいまちづくり～ 

           安全・安心のまちをみんなで創る   

  テーマ１：安全・安心のまちづくりに向けて 

地域コミュニティを活性化させる 

テーマ２：防犯活動を通じてみんなのまちをみんなで守る 

テーマ３：災害に備えてまちの防災力を向上させる 

テーマ４：高齢者をはじめ誰もが明るく安心して暮らせるまちをつくる 

○基本方針３ ～西区の次世代を担う子どものためのまちづくり～ 

           みんなで支えあい“地域の子”を育む 

  テーマ１：世代間交流を増やし人と人とのつながりを強める 

  テーマ２：子どもの主体性と豊かな想像力、生きる力を育てる 

  テーマ３：まちの子育て環境を整備する 

  テーマ４：様々な人や団体の連携を強化する 

 ◎基本方針の軸となる考え方 

   ３つの基本方針にはすべて安全・安心が根底にあるため、西区では、安全・安心を

軸として、西区のまちの将来像の実現をめざす。 

 

■まちづくりビジョン推進に向けての具体的な取り組み（アクションプラン） 

○将来像を実現するための、12のまちづくりテーマに関連する具体的施策 

 （38の柱 184施策） 

 ○取り組み期間：おおむね３年から５年 

 

■まちづくりビジョンの推進について 

・区民全体でまちづくりビジョンを共有する 

・活動を進めるつながり（ネットワーク）づくり 

・まちづくりビジョン推進に向けた支援体制づくり 

 



■今後の主なスケジュール 

平成22年10月中旬～11月中旬    区民への意見募集を実施 

平成22年11月下旬        区民意見を取りまとめビジョン案確定 

平成23年1月下旬             西区まちづくりビジョン策定 

平成23年3月               公表（ビジョン冊子配布、区広報紙、HP等） 

効 果 の 想 定 

○本ビジョンを区民と行政とが協働で推進していくことにより、子どもから高齢者ま

でが安全で安心して生活できる環境が充実する。 

○西区の抱える、自主防災活動の拡充や地域資源の活性化、安全・安心な環境づくりなど

の課題に対して、区民・本庁関係局・区役所が連携して取り組む体制が強化される。 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 

西区が取り組む公民協働のまちづくりに関係する部局 

市長公室、危機管理室、市民人権局、健康福祉局、子ども青少年局、産業振興局、建築

都市局、建設局、教育委員会 など 

 


